
個票

）

円

円 円

該当する取組の有無
・システム等導入に係
る管財部局の確認　※

（注）９

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

有 取組名： 無

個
別
事
業
の
内
容

・委託契約の有無
及び契約方式　※
（注）８

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

□ □

(事業の内容) (随契の理由)
　　　□①企画提案方式(プロポーザル方式、コンペ方式)　□②競争入札方式　　□③随意契約
□有（以下の①～③から該当するものを選択してください）　　　　　　　　□無

・男女共同参画部局な
ど関係部局等との連
携・配慮事項※（注）７

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

(関係部局等)

(配慮すること)

・都道府県との連携・
役割分担の考え方及
び具体的方法　※
（注）５

有の場合の担当部局：

結婚新生活支援事業に関するアンケート(婚姻届提出時)における
「本事業の認知度」

％

結婚新生活支援事業に関するアンケート(補助金申請時)における
「地域に応援されていると感じた世帯の割合」

％

婚姻数：
（参考指標）

70

100

1,819件（平成29年）
2,727人（平成29年）
7.6%（平成29年）

県HPで広報を行う

・民間事業者との連
携・役割分担の考え方
及び具体的方法　※
（注）６

千円 補助率： 1/2

「住宅取得又は住宅賃貸費用」と「引越費用」のそれぞれに上限額を設定

・補助基準額
自治体独自基準 「住宅取得又は住宅賃貸費用」と「引越費用」の合計を設定

・年齢要件

・所得要件

　【補助基準額・その他自治体が独自に定める補助の基準等】

独自要件
の内容

別紙様式第２　様式３－２ ①
令和２年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書（市町村分）個票

市区町村名 和歌山市 (都道府県： 和歌山県

関 連 事 業 メ ニ ュ ー
3-(1)・(2)　新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用又は住宅賃借費用に係る支援及び新規に婚姻し
た世帯に対する引越費用に係る支援

事 業 メ ニ ュ ー 結婚新生活支援

区 分 結婚新生活支援

本事業の担当部局名 子育て支援課

１．概要

各区分における取組の
全体像及びその中での
本個別事業の位置付け
※（注）２

個
別
事
業
の
内
容

夫婦ともに婚姻日における年齢
が34歳以下の世帯

目標値

・国費を活用した事業開始年度 年度

「住宅取得又は住宅賃貸費用」と「引越費用」の合計で30万円（交付金基準額と同額）

個 別 事 業 名

実施期間 交付決定日 ～

千円(交付金所要額： 2,700
所要見込額
※（注）１

和歌山市ハッピーウエディング事業

令和３年３月３１日

5,400

自治体独自基準

引越住宅

・その他独自要件 あり

(1)支給見込世帯数

・平成31年度実績より（令和2年1月時点）、申請数28件中賃貸借に係る費用についての申請が26件であり、その申請額の平均値≒
163,000。また昨年度（平成30年度）の33件と同等の申請数が見込まれる。
よって、163,000円×33件≒5,400千円のため支給見込世帯数は33件とする。

支給世帯実績／支給見込世帯数の割合 ％

本市では、平成27年10月に　「和歌山市まち・ひと・しごと創生戦略」　を策定し、人口減少に歯止めをかけ、将来に向
かって活力ある和歌山市を維持できるように取り組んでいる。その中の基本目標の１つとして「若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる」ことを掲げ、結婚希望の実現を図ることに取り組んでいる。本事業は、この項目に位置付け
られる。

28

予算の制約上、今年度に引き続き補助対象費目について「婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要した費
用」のうち、賃料及び共益費について上限１か月分に限定する。

33

婚姻届提出時にチラシを配布、自治体広報誌・広報番組・SNSでの情報提供

100

世帯

２．積算根拠

(2)広報の実施予定

単位

新規に婚姻した世帯の婚姻に伴う住宅取得費用、住宅賃貸費用及び引越費用に対する支援を実施する。

【補助対象要件】

なし

自治体独自基準

（個別事業の内容）　※（注）３

夫婦の合計所得が340万円未
満

・個別事業の重
要業績評価指標
(KPI)及び定量的
成果目標　※（注）

４

出生率：

出生数：

KPI項目


